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概要 
コダック イメージケア プログラムは、現像所が信頼性と一貫性のある現像処理を提供するために

必要な品質管理を実践できるように設計されています。自己評価の原則に基づくこのプログラムの

最終的な目標は、プログラム基準を達成したすべての現像所が、フィルムの現像処理を託す映像

製作者に強い信頼感を与えることです。 

 

現像所は、このプログラムへの参加に同意することで、イメージケア プログラムの基準を達成する

ために必要なコンサルタントとサポートを受けられます。 

 

 

特長 
• はじめに、イメージケア プログラムの基準を満たすために改善が必要と思われる箇所を特定す

るため、現地で総合的な審査を実施します。 

• イメージケア プログラムのオペレーション マニュアルを提供します。これには、プログラム基準

の概要と、自己評価シートを含む必要書類のテンプレートが記載されています。 

• イメージケア プログラムの基準および原則に基づくトレーニング素材を提供します。 

• イメージケア プログラムの認定取得に向けて、継続的なコンサルティングを実施します。 

• 自己評価に対するアドバイスとサポートを実施します。 

• 現像所の特定業務に対するトレーニング素材を提供します。 

• 認定を決定するための最終審査を現地で行い、プログラム基準に制定されているすべての分野

における評価と、改善ポイントを記述した報告書をフィードバックします。 

• イメージケア プログラムの認定を取得することで、プログラムのロゴおよび販売促進ツールを使

用することができるようになります。 

• 認定取得日から1年間、イメージケア プログラムの年間サービスが受けられます。 

 

 

プログラム内容 
コダックは、イメージケア プログラムの認定を取得するために必要な作業を特定する総合的な審査

を現像所において実施します。最初の審査に続いて、継続的な技術コンサルティングおよびトレー

ニングを提供し、問題となった分野に関して現像所をサポートします。その後、現像所がイメージケ

ア プログラムの基準に適合していると判断された段階で、認定を決定するための綿密な審査を実

施します。 

 

 

ご注文およびお問い合わせ 
詳細は下記までお問い合わせください。 

 

 

  
東京 TEL：03 (5540) 2280 

大阪 TEL：06 (6534) 7010 

www.kodak.co.jp/go/motion/ 

motionjp@kodak.com 
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